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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも水と樹脂粒子を配合し隠蔽力を有する筆記具用水性インキ組成物において、
樹脂粒子として、屈折率が１．４９～１．６０、平均粒径が８００ｎｍ～２０００ｎｍの
第１の樹脂粒子と、屈折率が１．４９～１．６０、平均粒径が３００ｎｍ～７００ｎｍの
第２の樹脂粒子を併用し、前記第１の樹脂粒子と第２の樹脂粒子の質量比が１：０．７～
１：１．５であり、前記第１の樹脂粒子および第２の樹脂粒子が、インキ組成物の状態お
よび筆記直後、筆跡乾燥後も前記平均粒径を有していることを特徴とする筆記具用水性イ
ンキ組成物。
【請求項２】
　第１および／または第２の樹脂粒子が、高分子球状密実粒子または高分子球状中空粒子
から選ばれる少なくとも１種類以上用いることを特徴とする、請求項１に記載の筆記具用
水性インキ組成物。
【請求項３】
　第１および第２の樹脂粒子が、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂から選ばれる少なくと
も１種類以上の樹脂粒子を含むことを特徴とする、請求項１または２のいずれか１項に記
載の筆記具用水性インキ組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、筆記具用水性インキ組成物に関する。さらに詳しくは、筆跡が隠蔽力を有す
る筆記具用水性インキ組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　筆記具により筆記する際において、下地に影響されず、筆跡を残すためには、当該イン
キが隠蔽力を有するインキであることが必要である。従来、隠蔽力を有する筆記具用イン
キ組成物としては、酸化チタン等の無機顔料を隠蔽力を発現させる材料として配合したイ
ンキが提案されている。しかしながら、酸化チタンは、隠蔽力は大きいもののその比重が
大きいため、ゲル化剤や粘度調整剤等を添加して、沈降を押さえるなど、インキの組成に
制約があった（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　そこで近年、その課題を解消するために、高分子球状粒子や高分子球状中空粒子などを
酸化チタンの一部、または全部を代替して用いるインキが提案されている。しかしながら
、一部を代替したインキは、比重の大きい酸化チタンの沈降を抑える為の課題に対して、
根本的な解決策とはなっておらず、依然、沈降等の問題は解決できていない（例えば特許
文献２～３参照）。
【０００４】
　また、酸化チタンの全部を一種類の樹脂粒子で代替したインキは、筆跡乾燥後には隠蔽
力を有する筆跡を発現させることができるが、筆記直後に隠蔽力を有していなかったり、
その逆に、筆記直後には隠蔽力を有するものの筆跡乾燥後には十分な隠蔽力を発現しない
もののどちらかになってしまっており、十分な性能を得るものではなかった（例えば特許
文献４参照）。
【０００５】
　また、より白色に見せるための工夫として、白色樹脂微粒子の屈折率と粒径を特定した
パステル調水性顔料インキ組成物の提案もあるが、筆記直後と筆跡乾燥後に関しての隠蔽
力についての解決手段を提案するものではなかった（特許文献５）。
【０００６】
　更に、白色系隠蔽剤として特定の高分子扁平粒子を用いた中芯式筆記具用水性顔料イン
キ組成物が提案されているが、用いる樹脂が、スチレン系の中央陥没状の扁平樹脂粒子と
制限があり、この粒子形状を有した粒子でないと、課題が解決できないとの記載があり、
更に、高分子中空樹脂粒子では、筆記直後は、その性質から水を含有しており、隠蔽力を
発現できないとの記載がある。（特許文献６）。
【特許文献１】特公平０１－４９４３３号公報
【特許文献２】特開昭６３－１４５３８２号公報
【特許文献３】特許第２６６８４２２号公報
【特許文献４】特開昭６３－２４３１７９号公報
【特許文献５】特公平０８－９７０３号公報
【特許文献６】特許第３０４９１８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、隠蔽力を発現させる材料の沈降がなく、更に、筆記直後と筆跡乾燥後の隠蔽
力の差を少なくし、筆記直後から筆跡が隠蔽力を有する筆記具用水性インキ組成物を提供
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、特定の屈折率と特定の粒径を有する第１の樹脂粒子と、特定の屈折率と特定
の粒径を有する第２の樹脂粒子を併用することにより、上記課題が解決され、本発明を完
成するに至った。
　すなわち、本発明は、
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「１．少なくとも水と樹脂粒子を配合し隠蔽力を有する筆記具用水性インキ組成物におい
て、樹脂粒子として、屈折率が１．４９～１．６０、平均粒径が８００ｎｍ～２０００ｎ
ｍの第１の樹脂粒子と、屈折率が１．４９～１．６０、平均粒径が３００ｎｍ～７００ｎ
ｍの第２の樹脂粒子を併用し、前記第１の樹脂粒子と第２の樹脂粒子の質量比が１：０．
７～１：１．５であり、前記第１の樹脂粒子および第２の樹脂粒子が、インキ組成物の状
態および筆記直後、筆跡乾燥後も前記平均粒径を有していることを特徴とする筆記具用水
性インキ組成物。
２．第１および／または第２の樹脂粒子が、高分子球状密実粒子または高分子球状中空粒
子から選ばれる少なくとも１種類以上用いることを特徴とする、第１項に記載の筆記具用
水性インキ組成物。
３．第１および第２の樹脂粒子が、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂から選ばれる少なく
とも１種類以上の樹脂粒子を含むことを特徴とする、第１項または第２項のいずれか１項
に記載の筆記具用水性インキ組成物。」に関する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、隠蔽力を発現させる材料の沈降がなく、筆記直後と筆跡乾燥後の両方
の状態において、隠蔽力を有する筆跡を得ることができる優れた効果を奏するものである
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の筆記具用水性インキ組成物の構成は、少なくとも水と複数の樹脂粒子からなり
、該樹脂粒子として、屈折率が１．４９～１．６０であり、平均粒径が８００ｎｍ～２０
００ｎｍである第１の樹脂粒子と、屈折率が１．４９～１．６０であり、平均粒径が３０
０ｎｍ～７００ｎｍである第２の樹脂粒子を併用するものである。
【００１１】
　なお、本発明でいう樹脂粒子の平均粒径は、粒子の外径を測定したときのＤ５０の値で
表されるが、ここでは、粒度分布計（マルバーン社製　マスターサイザー２０００　Ｈｙ
ｄｒｏ　２０００μＰ）を用いて粒子の外径を測定したときの、Ｄ５０の値を用いる。
【００１２】
　筆記具用水性インキ組成物に用いる樹脂粒子として平均粒径が８００ｎｍ～２０００ｎ
ｍである第１の樹脂粒子のみを用いた場合、筆記直後は、隠蔽力を有するが、筆跡乾燥後
、隠蔽力が小さくなる。
【００１３】
　筆記具用水性インキ組成物に用いる樹脂粒子として平均粒径が３００ｎｍ～７００ｎｍ
である第２の樹脂粒子のみを用いた場合、筆跡乾燥後は、隠蔽力を有するが、筆記直後は
隠蔽力がなく、筆跡として視認することはできない。
【００１４】
　これらの結果等から、前記第１の樹脂粒子と第２の樹脂粒子を併用することで、筆記直
後と筆跡乾燥後の両方の状態において、隠蔽力を有する筆跡を得ることができるという優
れた知見を得るに至った。
【００１５】
　樹脂粒子の粒径として、第１の樹脂粒子として、平均粒径が１０００ｎｍ～１５００ｎ
ｍであり、第２の樹脂粒子として、平均粒径が４００ｎｍ～６００ｎｍの樹脂粒子を併用
するとより好ましい。これらの範囲の平均粒径を有する第１および第２の樹脂粒子を用い
ると、可視光線の波長である４００ｎｍ～８００ｎｍ全域における隠蔽力に偏りがなく、
総体的な隠蔽力を高めることができるため好ましい。
【００１６】
　第１の樹脂粒子の平均粒径が、この範囲を上回ると、筆記直後の筆跡は、十分な隠蔽力
を有するが、全体的に赤味がかる傾向が見られ、この範囲を下回ると、筆記直後の筆跡は
、十分な隠蔽力を有するが、青味がかる傾向が見られる。
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【００１７】
　第２の樹脂粒子の平均粒径が、この範囲を上回ると、筆跡乾燥後は、十分な隠蔽力を有
するが、全体的に赤味がかる傾向が見られ、この範囲を下回ると、筆跡乾燥後は、十分な
隠蔽力を有するが、青味がかる傾向が見られる。
【００１８】
　樹脂粒子の平均粒径は、上記記載の通りであるが、可視光全域に隠蔽力を発現させる為
には、樹脂粒子の粒度分布は、平均粒径から正規分布での広がりを持っていることが、好
ましい。
【００１９】
　一方、白色無機顔料における最大隠蔽力を出す粒径を計算する式が、下記（数１）に示
す、Ｊａｅｎｉｃｋの式として知られている。
【数１】

本発明は、該式（数1）を樹脂粒子に応用し、筆記直後と筆跡乾燥後の両方の状態での隠
蔽力を発現させる筆記具用インキ組成物を得るものである。
【００２０】
　各状態における最大隠蔽力を有する樹脂粒子の粒径を求めるための因子としては、分散
媒及び樹脂粒子の屈折率、吸収波長があげられる。
【００２１】
　本発明の筆記具用水性インキ組成物において、筆記直後の分散媒は水（屈折率１．３３
）、筆跡乾燥後の分散媒は空気（屈折率１．００）となる。可視光線の波長は４００ｎｍ
～８００ｎｍであり、これらと樹脂の屈折率を該式（数１）に代入し、そこから求めた、
屈折率と各々の分散媒における、可視光線の波長と最大隠蔽力を発現させる粒径の関係を
表したのが図１である。
【００２２】
　図１から、光の波長が同じ場合、分散媒が水の時と空気の時で、最大隠蔽力を発現させ
る粒径が異なっている。また、樹脂の屈折率の違いによっても、最大隠蔽力を発現させる
粒径が異なっている。更に、図１において、最大隠蔽力を発現させる粒径と光の波長は、
１次式の比例関係になっていることがわかる。
【００２３】
　図１において、分散媒の違いによる最大隠蔽力を発現させる粒径の差が小さいほど分散
媒の影響を受けずに隠蔽力を発現させることができるが、水と空気を分散媒に用いた場合
、同一波長における最大隠蔽力を発現させる粒径の差は、単独の樹脂粒子では埋めること
ができない。この欠点を補うことからも、粒径の異なる樹脂粒子を併用することが必要と
なるのである。
【００２４】
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　一般的な樹脂の屈折率は、１．４～１．７程度であるが、本発明においては、式（数1
）および図１等から、樹脂粒子の適正な屈折率の範囲として１．４９～１．６０を選択し
、そのような屈折率を有する樹脂粒子を用いる。次いで該屈折率を元に、水を分散媒とし
た時の樹脂粒子の適正な粒径範囲としては、図１から、粒径が８００ｎｍ～２０００ｎｍ
が選択でき、この範囲を第１の樹脂粒子の平均粒径として構成する。同様に、空気を分散
媒とした時の樹脂粒子の適正な粒径範囲としては、３００ｎｍ～７００ｎｍが選択でき、
この範囲を第２の樹脂粒子の平均粒径として構成する。すなわち異なる適正な平均粒径の
第１と第２の樹脂粒子を併用することにより、本発明の目的を達成できるのである。
【００２５】
　一方、一般的に隠蔽剤として好適とされる酸化チタンの屈折率は、２．７であり、図１
から明らかなように、分散媒が水（屈折率１．３３）の時と、分散媒が空気（屈折率１．
００）の時で、可視光線の波長の範囲で、最大隠蔽力を発現させる粒径が同じ値を示し同
一直線上に乗っている。このことから、酸化チタンが、筆記直後と筆跡乾燥後で、隠蔽力
に差がみられないことがわかる。しかし、比重が大きいので、沈降の問題が発生しやすく
、他のインキ組成成分、粘度設計等に対する自由度が制限されてしまう課題がある。
【００２６】
　この結果を踏まえると、樹脂粒子を隠蔽剤として用い、分散媒が水である筆記直後と、
分散媒が空気となる筆跡乾燥後の両者で、隠蔽力を有する筆跡を得るためには、平均粒径
の異なる第１と第２の樹脂粒子を併用する必要性があることがわかる。更に可視光線の波
長全域に隠蔽力を発現させるには、用いる樹脂粒子の粒度分布に広がりがあることが望ま
しいことがわかる。
【００２７】
　第１の樹脂粒子と第２の樹脂粒子の質量比は、１：０．２５～１：４が好ましい。これ
よりも第２の粒子が多かった場合、筆記直後の筆跡隠蔽力がやや落ちる傾向が見られ、少
なかった場合、筆跡乾燥後の隠蔽力が低下する傾向が見られる。
【００２８】
　更に好ましくは、１：０．７～１：１．５であり、この範囲内であると、筆記直後と筆
跡乾燥後の隠蔽力の差がほとんどないので、好ましい。
【００２９】
　用いる樹脂粒子としては、密実状の高分子球状密実粒子、中空状の高分子球状中空粒子
等の球状樹脂粒子が好適に用いられる。
【００３０】
　本発明でいう高分子球状密実粒子とは、樹脂粒子の中が樹脂で詰まったもので、本発明
の特定の屈折率の範囲内であれば、２層、３層等多層構造になっていてもよいが、平均粒
径としては、本発明の特定の第１および第２の樹脂粒子の範囲内である必要がある。
【００３１】
　本発明でいう高分子球状中空粒子とは、樹脂粒子中に、空隙を設けたものであるが、本
発明の特定の屈折率の範囲内であれば、単空、多空、多孔質状どのような状態でもよい。
但し、樹脂粒子が、インキ作製時や筆記時に樹脂粒子にかかる剪断力によって、変形、破
壊しないものが好ましい。また、平均粒径としては、本発明の特定の第１および第２の樹
脂粒子の範囲内である必要がある。
【００３２】
　本発明に扁平樹脂粒子を用いても構成可能であるが、扁平樹脂粒子は平均粒径の測定や
作製する時に粒径の制御がやや難しいことがあり、狙いとする平均粒径にそろえることが
困難になる恐れがあるので注意を要する。
【００３３】
　樹脂粒子としては、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂から選ばれるものが好ましい。こ
れらの樹脂は、屈折率が１．４９～１．６０であるからである。より具体的には、アクリ
ル樹脂およびその誘導体、スチレン樹脂およびその誘導体、更には、それらが、各種官能
基等で変性されていてもよい。
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【００３４】
　以下具体的用いることができる樹脂をあげるが、これらに限定されない。アクリル系樹
脂としては、メチルメタアクリレート樹脂(屈折率１．４９)、アクリル酸樹脂およびそれ
らのエステル誘導体(屈折率約１．５)、メタクリル酸樹脂およびそれらのエステル誘導体
(屈折率約１．５)、エポキシ変性またはカルボン酸変性アクリル樹脂(屈折率約１．５)、
シリカ－アクリル複合樹脂(屈折率１．５２)、スチレン－アクリル共重合樹脂(屈折率１
．５５)などがあげられる。
【００３５】
　スチレン系樹脂としては、スチレン樹脂(屈折率１．５９)、アクリロニトリル－スチレ
ン樹脂(屈折率１．５６)、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合樹脂(屈折率
１．５０～１．５９程度)、メタクリル－ブタジエン－スチレン共重合樹脂(屈折率１．５
０～１．５９程度)、アクリロニトリル－アクリル酸メチル－スチレン共重合樹脂(屈折率
１．５０～１．５９程度)、スチレン－無水マレイン酸共重合樹脂(屈折率１．５６)等が
あげられる。
【００３６】
　本発明に用いられる第１および第２の樹脂粒子は、インキ組成物の状態および筆記直後
、筆跡乾燥後に本発明の範囲の粒径を有していれば、架橋されていても、架橋されていな
くてもよい。また、第１および第２の樹脂粒子は、通常樹脂を製造する、乳化重合法、懸
濁重合法などの製造法により、狙いとする平均粒径を有する状態で作製することができる
。
【００３７】
　本発明の筆記具用水性インキ組成物に用いる樹脂粒子は、材料としてその形態が粉体状
の樹脂粒子でもエマルジョンなどの分散体となっているものでもよい。用いることができ
る樹脂粒子としては、ケミスノーＳＸ－１３０Ｈ(綜研化学（株）社製、平均粒径１３０
０ｎｍ、屈折率１．５９、架橋スチレン樹脂、高分子球状密実粒子）、同ＭＲ－２ＨＧ（
同社製、平均粒径２０００ｎｍ、屈折率１．４９、架橋メチルメタアクリレート樹脂、高
分子球状密実粒子）、同ＭＰ－１０００（同社製、平均粒径４００ｎｍ、屈折率１．４９
、メチルメタアクリレート樹脂、高分子球状密実粒子）、同ＭＰ－１６００（同社製、平
均粒径８００ｎｍ、屈折率１．４９、メチルメタアクリレート樹脂、高分子球状密実粒子
）、同ＭＲ－２Ｇ（同社製、平均粒径１０００ｎｍ、屈折率１．４９、架橋メチルメタア
クリレート樹脂、高分子球状密実粒子）、同ＭＸ－１５０（同社製、平均粒径１５００ｎ
ｍ、屈折率１．４９、架橋メチルメタアクリレート樹脂、高分子球状密実粒子）、同ＭＰ
－１８０Ａ（同社製、平均粒径１８００ｎｍ、屈折率１．４９、メチルメタアクリレート
樹脂、高分子球状密実粒子）、ソリオスターシリーズ（（株）日本触媒社製、平均粒径１
１００ｎｍ～２０００ｎｍ、屈折率１．５２、シリカ－アクリル複合樹脂、高分子球状密
実粒子）、リオスフィアシリーズ（東洋インキ製造（株）社製、平均粒径５００ｎｍ～２
０００ｎｍ、屈折率１．４９～１．５９、架橋アクリル系樹脂、高分子球状密実粒子）、
ＳＸ８６６（Ａ）（ＪＳＲ（株）社製、平均粒径３００ｎｍ、屈折率１．５５、架橋スチ
レン－アクリル共重合樹脂、高分子球状中空粒子）等があげられる。これらは、すべて、
第１または第２の樹脂粒子いずれかの樹脂粒子として使用可能である。
【００３８】
　エマルジョン等の分散体としては、ローペイクＨＰ－１０５５（ロームアンドハースジ
ャパン（株）社製、平均粒径１０００ｎｍ、屈折率１．５５、スチレン－アクリル共重合
樹脂分散体、高分子球状中空粒子）、ローペイクウルトラ（同社製、平均粒径３８０ｎｍ
、屈折率１．５５、スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体、高分子球状中空粒子）、Ｓ
Ｘ８６６（Ｂ）（ＪＳＲ（株）社製、平均粒径３００ｎｍ、屈折率１．５５、架橋スチレ
ン－アクリル共重合樹脂水分散体、高分子球状中空粒子）、ＳＸ８７８２（Ａ）（同社製
、平均粒径１１００ｎｍ、屈折率１．５５、架橋スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体
、高分子球状中空粒子）、ＳＸ８７８２（Ｄ）（同社製、平均粒径１０００ｎｍ、屈折率
１．５５、架橋スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体、高分子球状中空粒子）、グラン
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ドールＰＰ－１０００ＥＦ（ＤＩＣ（株）社製、平均粒径１０００ｎｍ、屈折率１．５５
、スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体、高分子球状密実粒子）、ニポールＭＨ５０５
５（日本ゼオン（株）社製、平均粒径５００ｎｍ、屈折率１．５５、変性スチレン－アク
リル共重合樹脂水分散体、高分子球状中空粒子）などがあげられる。これらは、すべて、
第１または第２の樹脂粒子いずれかの樹脂粒子として使用可能である。
【００３９】
　また、粉体状の樹脂粒子を、分散剤等を用い、一般的な湿式分散法に用いられる分散機
により分散した分散体を作製した後にインキ化してもよい。分散剤としては、高分子系、
アニオン系、カチオン系、ノニオン系、両性の分散剤を用いることができる。
【００４０】
　本発明の筆記具用水性インキ組成物は分散媒として水を用いるが、水溶性有機溶剤を併
用することができる。具体的には、アルコール系、グリコール系、グリコールエーテル系
溶剤等があげられる。
【００４１】
　本発明の筆記具用水性インキ組成物を作製するにあたっては、一般的に用いられている
インキ作製法を用いることができる。
【００４２】
　また、筆跡隠蔽力に影響を及ぼさない程度に、保湿剤、定着剤、防かび剤、酸化防止剤
、ｐＨ調整剤等を用いることができる。
【００４３】
　所望の筆跡色を得るために、着色剤を併用してもよい。併用できる着色剤としては、染
料系、顔料系などの通常の筆記具用水性インキ組成物に用いられる着色剤があげられる。
所望の筆跡色の効果を上げる為に、該着色剤の発色波長を勘案し、その補色や同系色とな
る最適な平均粒径を有する第１および第２の樹脂粒子を用いるとより好ましい。
【００４４】
　また、媒質の屈折率を考慮して第１の樹脂粒子の最適粒径範囲を設定することを応用す
れば、媒質は水性に限らず揮発性または浸透性を有する油性であってもよく、油性インキ
への応用も可能である。
　尚、ここでいう媒質とは、分散媒に筆跡乾燥性、インキ保湿性などのインキ性能を向上
させる為に、各種添加剤を添加したものである。
【実施例】
【００４５】
　以下、本発明の実施例を説明するが、本発明はこれによって限定されるものではない。
　実施例１
　　　スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第１の樹脂粒子）　　２０質量部
　　　（ＤＩＣ（株）社製、グランドールＰＰ－１０００ＥＦ、固形分：４５％、平均粒
径：１０００ｎｍ、屈折率：１．５５、高分子球状密実粒子）
　　　架橋スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第２の樹脂粒子）３０質量部
　　　（ＪＳＲ（株）社製、ＳＸ－８６６（Ｂ）、固形分：２０％、平均粒径：３００ｎ
ｍ、屈折率：１．５５、高分子球状中空粒子）
　　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０質量部
　上記配合物を混合攪拌し、筆記具用水性インキ組成物を得た。
【００４６】
　実施例２
　　　架橋スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第１の樹脂粒子）３０質量部
　　　（ＪＳＲ（株）社製、ＳＸ８７８２（Ａ）、固形分：２４％、平均粒径：１１００
ｎｍ、屈折率：１．５５、高分子球状中空粒子）
　　　変性スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第２の樹脂粒子）３０質量部
　　　（日本ゼオン（株）社製、ＭＨ５０５５、固形分：３０％、平均粒径：５００ｎｍ
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　屈折率：１．５５、高分子球状中空粒子）
　　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　上記配合物を混合攪拌し、筆記具用水性インキ組成物を得た。
【００４７】
　実施例３
　　　架橋スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第１の樹脂粒子）４８質量部
　　　（ＪＳＲ（株）社製、ＳＸ８７８２（Ｄ）、固形分：２８％、平均粒径：１０００
ｎｍ、屈折率：１．５５、高分子球状中空粒子）
　　　変性スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第２の樹脂粒子）３０質量部
　　　（日本ゼオン（株）社製、ＭＨ５０５５、固形分：３０％、平均粒径：５００ｎｍ
　屈折率：１．５５、高分子球状中空粒子）
　　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２質量部
　上記配合物を混合攪拌し、筆記具用水性インキ組成物を得た。
【００４８】
　実施例４
　　　架橋スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第１の樹脂粒子）３８質量部
　　　（ＪＳＲ（株）社製、ＳＸ８７８２（Ａ）、固形分：２４％、平均粒径：１１００
ｎｍ、屈折率：１．５５、高分子球状中空粒子）
　　　架橋スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第２の樹脂粒子）３０質量部
　　　（ＪＳＲ（株）社製、ＳＸ－８６６（Ｂ）、固形分：２０％、平均粒径：３００ｎ
ｍ、屈折率：１．５５、高分子球状中空粒子）
　　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２質量部
　上記配合物を混合攪拌し、筆記具用水性インキ組成物を得た。
【００４９】
　比較例１
　実施例１において、以下のように第１の樹脂粒子のみを使用し、第２の樹脂粒子を用い
なかった他は実施例１と同様にして筆記具用水性インキ組成物を得た。
　　　スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第１の樹脂粒子）　　５０質量部
　　　（ＤＩＣ（株）社製、グランドールＰＰ－１０００ＥＦ、固形分：４５％、平均粒
径：１０００ｎｍ、屈折率：１．５５、高分子球状密実粒子）
　　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　　　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０質量部
　上記配合物を混合攪拌し、筆記具用水性インキ組成物を得た。
【００５０】
　比較例２
　実施例１において、以下のように第２の樹脂粒子のみを使用し、第１の樹脂粒子を用い
なかった他は実施例１と同様にして筆記具用水性インキ組成物を得た。
　　　架橋スチレン－アクリル共重合樹脂水分散体（第２の樹脂粒子）９０質量部
　　　（ＪＳＲ（株）社製、ＳＸ－８６６（Ｂ）、固形分：２０％、平均粒径：３００ｎ
ｍ、屈折率：１．５５、高分子球状中空粒子）
　　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
　上記配合物を混合攪拌し、筆記具用水性インキ組成物を得た。
【００５１】
　上記のように実施例１～４、比較例１～２により得られた筆記具用水性インキ組成物に
ついて下記の要領により各種評価を行った。
　筆跡隠蔽力評価：（株）パイロットコーポレーション製　パラレルプレートペン（筆記
幅２．４ｍｍ）に、上記インキを充填し、黒色紙（紀州製紙（株）社製、色上質紙、中厚
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口）に筆記をし、筆記直後と筆跡乾燥後の隠蔽力を目視により観察した。結果を（表1）
に示した。
【表１】

【００５２】
　（表１）に示した通り、実施例１～４のものは筆記直後と筆跡乾燥後の両方の状態にお
いて、筆跡が隠蔽力を有しており、良好な結果を得ることができた。
　一方、比較例１では、筆記直後には筆跡が隠蔽力を有しているが、筆跡乾燥後は、明ら
かに、隠蔽力が劣っていた。
　比較例２のものは、筆記直後に筆跡隠蔽力を有しておらず、筆跡乾燥後には、筆跡が隠
蔽力を有していた。
　この様に、比較例においては、筆記直後と筆跡乾燥後の両方の状態で筆跡の隠蔽力は得
られず、本発明の課題が解決されていなかった。
　尚、上記各例のインキ組成物は、比較的比重の小さい樹脂粒子を隠蔽剤として用いたの
で、酸化チタンを用いたインキ組成物のように粒子が沈降することもなく安定性のあるも
のであった。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明は、上記構成としたことなどにより、筆記直後と筆跡乾燥後の両方の状態で筆跡
の隠蔽力が得られ、実用性が広く、且つ、良好な筆記性能を得ることができる筆記具用水
性インキ組成物として、利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】分散媒が水および空気の場合における樹脂の屈折率を固定した時の光の波長と最
大隠蔽力を有する粒径の関係を表したグラフ



(10) JP 5507822 B2 2014.5.28

【図１】



(11) JP 5507822 B2 2014.5.28

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－０７０２３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５５４３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－００８８７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４２１１４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０９Ｄ　　１１／１６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

